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駿河台大学学費納付規程 

 
昭和６２年 ４月 １日制  定 

令和 ４年 ３月 ３日最近改正 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、駿河台大学学則第４６条の規定に基づき学費の納期、納付方法について必要な事

項を定める。 

（学 費） 

第２条 学費とは、入学金、授業料、施設費及び設備等充実費をいう。 

（学費の返還） 

第３条 既に納付した学費は、返還しない。ただし、次の各号に該当する場合に限り、返還する。 

(1) 第６条第３項に規定する入学時の学費について、本学が定める期日までに所定の手続きにより

入学辞退を申し出て、本学が入学辞退を認めた場合は、入学金を除く学費を返還する。 

(2) 第１０条第１項に規定する退学について、同項第１号及び第２号に定める手続きにより本学が

退学を許可した場合は、その免除額について返還する。 

(3) 第５条の３に規定する入学金の全額又は一部を特別に免除する場合（以下、「減免」という。）

について、同条第１項第１号から第８号の各号に該当する者が所定の手続きにより減免を申し出

て、本学が減免を認めた場合は、入学金を返還する。 

(4) 第５条の４に規定する授業料及び施設費の減免について、同条第１項第１号から第５号の各号

に該当する者が所定の手続きにより減免を申し出て、本学が減免を認めた場合は、その減免額に

ついて返還する。  

（学費の納付金額） 

第４条 学費の納付金額は、学則別表第Ⅱに掲げるところによる。 

２ 春学期入学者の学費は、毎年度の春学期及び秋学期の学費をもって当該学年の学費とする。秋学期

入学者の学費は、毎年度の秋学期及びその翌年度の春学期の学費をもって当該学年の学費とする。  

（納付すべき学費） 

第５条 新入学者及び在籍者は、学則別表第Ⅱに掲げる学費を納付しなければならない。 

２ 学則第４０条第１項の規定により卒業とならなかった者で引き続き本学に在籍する者の学費は、在

籍する学期の学費とする。ただし、卒業に必要な所定単位数を１２単位以内で満たすことができる者

の授業料は、在籍する学期の授業料の２分の１とする。  

３ 学則第４０条第２項の規定により卒業延期となった者（以下、「卒業延期者」という。）で引き続

き本学に在籍する者の学費は、在籍する学期ごとに授業料80,000円、施設費100,000円とする。 

（課外指導費）  

第５条の２ 前条の学費の他に、新入学者は、課外指導費を納付しなければならない。 

２ 課外指導費については、実費を徴収するものとする。  

（入学金の減免）  

第５条の３ 入学金は、次の各号に該当する者について本学所定の手続きにより減免する場合がある。 

(1) 本学が指定する入学試験による入学者で、本学において特別に認められた者 

(2) 本学が指定するスポーツ競技クラブに入部を確約する入学者で、その競技成績が特に優秀であ

ると本学において特別に認められた者 

(3) 本学卒業生の子又は兄弟姉妹 

(4) 本学在学生の兄弟姉妹（ただし、在学中の兄弟姉妹がない場合で、複数人の兄弟姉妹が同年度

に入学する場合にあっては、うち１名を対象外とする） 

(5) 学校法人駿河台大学に在籍する専任教職員の子 

(6) 本学と提携を結んでいる学校等の卒業者及び学校法人駿河台学園、学校法人駿台甲府学園等の

駿台グループ関連法人の教職員又は社員の子であって特別に認められた者 

(7) 本学が指定する大規模災害等の被災者で、本学において特別に認められた者 

(8) 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）により文部科学省令で定める

基準に合致する入学者で、本学において特別に認められた者  

２ 入学金の減免については、理事長の承認を得なければならない。 

（授業料及び施設費の減免） 
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第５条の４ 授業料及び施設費は、次の各号に該当する者について本学所定の手続きにより減免する場

合がある。 

(1) 本学が指定する入学試験による入学者で、本学において特別に認められた者 

(2) 本学に在籍する私費外国人留学生で、本学において特別に認められた者 

(3) 本学が指定する大規模災害等の被災者で、本学において特別に認められた者 

(4) 本学が指定するスポーツ競技クラブの部員で、その競技成績が特に優秀であり、本学において

特別に認められた者 

(5) 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）により文部科学省令で定める

基準に合致する者で、本学において特別に認められた者 

２ 授業料及び施設費の減免については、理事会の審議を経て、理事長の承認を得なければならない。  

（納付期日） 

第６条 学費は、毎学年春学期分、秋学期分をそれぞれ所定の期日に納付しなければならない。 

２ 前項の納付期日は次のとおりとする。 

春学期分：４月末日 

秋学期分：９月末日 

３ 新入学者、編入学者及び転入学者の入学時の学費は、別に定める期日までに納付しなければならな

い。 

４ 卒業延期者の学費は、別に定める期日までに納付しなければならない。  

５ 奨学金受給者（受給予定者を含む。）のうち、学費の月額納付を希望する者は、別に定める納付期

日及び納付方法に従って納付することができる。 

（学費の延納）  

第６条の２ 経済的理由等により前条第１項及び第２項の納付期日までに学費を納付することが困難

な場合は、延納願を提出することにより、１か月を限度として納付期日を延期することができる。  

（納付方法） 

第７条 学費は、指定された銀行の口座振替によって納付しなければならない。ただし、特に指定され

た場合はこの限りではない。 

２ 口座振替日は、納付期日約１か月前に学生本人及び保証人に告知する。 

（分割納付の場合の納付金額） 

第８条 （削除） 

（休学中の在籍料） 

第９条 休学中の在籍料は、年額４８,０００円とする。 

２ 年度の途中より休学する場合は、休学開始当月までの学費及び休学開始翌月からの在籍料を月割に

て納付しなければならない。ただし、月の初日から休学を許可された場合は、休学前月までの学費及

び休学当月からの在籍料を月割にて納付すれば足るものとする。 

３ 前項により納付すべき額と既に納付した学費の額との差額分は、その後納付すべき学費において調

整する。 

（退学者の学費） 

第10条 退学する者は、退学する年度の学費を納付しなければならない。ただし、次の各号に該当する

場合は学費の納付を免除する。 

(1) ４月末日までに退学願を提出し、許可された場合は、当該年度の学費の全額を免除する。 

(2) ９月末日までに退学願を提出し、許可された場合は、当該年度秋学期分の学費を免除する。 

２ 第６条第５項に規定する学費の月額納付者が退学する場合は、前項により免除される学費を除き、

不足する学費を納付しなければならない。  

（再入学者の学費） 

第11条 再入学を許可された者は、別に定める期日までに入学金を除く所定の学費を納付しなければな

らない。 

（卒業とならなかった者の次年度授業料） 

第11条の２ （削除） 

（学費未納者の退学命令） 

第12条 学費を定められた期日までに納付しない者には、督促状を送付する。 

２ 前項の督促状の送付後３週間以内に学費を納付しない者は、教授会の議を経て、学長が督促状の送

付日をもって退学を命ずる。 

（その他の納付金） 
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第13条 この規程に定める以外の納付金については、別に定めるところによる。 

附 則 

この規程は、昭和６２年４月１日から施行する。 

平成元年３月２０日一部改正。 

平成２年４月１日一部改正。 

この改正規程は、平成２年１２月２０日から施行し、平成２年９月１日から適用する。 

平成４年３月１２日一部改正。 

平成５年４月１日一部改正。 

平成６年４月１日一部改正。 

平成１５年４月１日一部改正。 

平成１９年４月１日一部改正。 

平成２２年６月１日一部改正。 

平成２３年５月２０日一部改正。この改正規程は、平成２４年４月１日から適用する。 

平成２５年５月１日一部改正。この改正規程は、平成２５年４月１日から適用する。 

平成２６年４月１日一部改正。  

平成２７年４月１日一部改正。  

平成２９年４月１日一部改正。 

平成３１年４月１日一部改正。  

令和 ２年４月１日一部改正。  

２ 第５条の３第１項第８号にいう入学者とは、令和２年度入学以降の者とする。  

令和 ３年７月１日一部改正。  

この改正規程は、令和 ４年４月１日から施行する。ただし、第６条第１項、第２項及び第７条の規定

に関する令和４年度以前の入学者の適用については、なお従前の例による。 


